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市 議 案 第 １ ２ ０ 号  
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す  
る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次

の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。 
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豊中市条例第  号 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２８年豊中市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（期末手当） （期末手当） 

第２７条 （省 略） 第２７条 （省 略） 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た額

に，基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （省 略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については，同項中「１００分の１

２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に１００分の１１２．５を乗じて得た額

に，基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （省 略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については，同項中「１００分の１

１２．５」とあるのは「１００分の６２．５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適用については，同項中「１００

分の１２７．５」とあるのは「１００分の１６７．５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適用については，同項中「１００

分の１１２．５」とあるのは「１００分の１５７．５」とする。 

５～８ （省 略） ５～８ （省 略） 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（期末手当） （期末手当） 

第２７条 （省 略） 第２７条 （省 略） 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に１００分の１１２．５を乗じて得た額

に，基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に１００分の１２０を乗じて得た額に，

基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

る区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （省 略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については，同項中「１００分の１

１２．５」とあるのは「１００分の６２．５」とする。 

区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （省 略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については，同項中「１００分の１

２０」とあるのは「１００分の６７．５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適用については，同項中「１００

分の１１２．５」とあるのは「１００分の１５７．５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適用については，同項中「１００

分の１２０」とあるのは「１００分の１６２．５」とする。 

５～８ （省 略） ５～８ （省 略） 

附 則 

１ この条例は，令和３年１２月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第３１条第１項に規定する職員に対する令和３年度におけ

る同条第６項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第２７条第２項の規定の適用については，同項中「１００分の１１２．５」とあるのは，「１

００分の１２７．５」とする。 
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市 議 案 第 １ ２ １ 号  
議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条  
例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。 
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豊中市条例第  号 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年豊中市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第７条 （省 略） 第７条 （省 略） 

２ 期末手当の額は，前項の基準日現在（同項後段に規定する者にあっては，

任期満了，辞職，失職，除名，死亡又は議会の解散によりその職を離れた日

現在）においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額

に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に１００分の２２２．５を乗じて

得た額に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （省 略） 

３ （省 略） 

２ 期末手当の額は，前項の基準日現在（同項後段に規定する者にあっては，

任期満了，辞職，失職，除名，死亡又は議会の解散によりその職を離れた日

現在）においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額

に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に１００分の２０７．５を乗じて

得た額に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （省 略） 

３ （省 略） 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第７条 （省 略） 第７条 （省 略） 

２ 期末手当の額は，前項の基準日現在（同項後段に規定する者にあっては，

任期満了，辞職，失職，除名，死亡又は議会の解散によりその職を離れた日

現在）においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額

に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に１００分の２０７．５を乗じて

得た額に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各

２ 期末手当の額は，前項の基準日現在（同項後段に規定する者にあっては，

任期満了，辞職，失職，除名，死亡又は議会の解散によりその職を離れた日

現在）においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額

に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に１００分の２１５を乗じて得

た額に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （省 略） 

３ （省 略） 

に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （省 略） 

３ （省 略） 

附 則 

この条例は，令和３年１２月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 １ ２ ２ 号  
市 長 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
の 設 定 に つ い て  

 市 長 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。 
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豊中市条例第  号 

市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 市長等の給与に関する条例（昭和２８年豊中市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第４条 （省 略） 第４条 （省 略） 

２ 前項の場合において，「職員」とあるのは「市長等」と，「１００分の１

２７．５」とあるのは「１００分の２２２．５」と，「給料及び扶養手当の

月額並びにこれら」とあるのは「給料の月額及びこれ」と，「合計額とする」

とあるのは「合計額に，その合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算

した額とする」と読み替えるものとする。 

２ 前項の場合において，「職員」とあるのは「市長等」と，「１００分の１

１２．５」とあるのは「１００分の２０７．５」と，「給料及び扶養手当の

月額並びにこれら」とあるのは「給料の月額及びこれ」と，「合計額とする」

とあるのは「合計額に，その合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算

した額とする」と読み替えるものとする。 

第２条 市長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第４条 （省 略） 第４条 （省 略） 

２ 前項の場合において，「職員」とあるのは「市長等」と，「１００分の１

１２．５」とあるのは「１００分の２０７．５」と，「給料及び扶養手当の

月額並びにこれら」とあるのは「給料の月額及びこれ」と，「合計額とする」

とあるのは「合計額に，その合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算

した額とする」と読み替えるものとする。 

２ 前項の場合において，「職員」とあるのは「市長等」と，「１００分の１

２０」とあるのは「１００分の２１５」と，「給料及び扶養手当の月額並び

にこれら」とあるのは「給料の月額及びこれ」と，「合計額とする」とある

のは「合計額に，その合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した額

とする」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は，令和３年１２月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 １ ２ ３ 号  
勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 設 定 に つ い て  
 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の

よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出          
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 不 妊 治 療 休 暇 の 付 与 日 数 を 拡 充 す る と と も に ， 当 該 休 暇 に 関

し 一 定 の 範 囲 内 に お い て 給 与 を 減 じ な い こ と と す る た め ， 提 案

す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

勤務時間及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

勤務時間及び休暇に関する条例（昭和２８年豊中市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（休暇の種類） （休暇の種類） 

第９条 職員の休暇は，年次有給休暇，特別休暇，介護休暇，介護時間及び不

妊治療休暇とする。 

第９条 職員の休暇は，年次有給休暇，特別休暇，介護休暇及び介護時間とす

る。 

（特別休暇） （特別休暇） 

第１２条 特別休暇は，療養休暇，生理休暇，出産休暇，通院休暇，妊娠障害

休暇，出産補助休暇，育児参加休暇，ドナー休暇，ボランティア休暇，服喪

休暇，結婚休暇，夏季休暇，長期在職休暇，看護休暇，短期介護休暇及び臨

時休暇とする。 

第１２条 特別休暇は，療養休暇，生理休暇，不妊治療休暇，出産休暇，通院

休暇，妊娠障害休暇，出産補助休暇，育児参加休暇，ドナー休暇，ボランテ

ィア休暇，服喪休暇，結婚休暇，夏季休暇，長期在職休暇，看護休暇，短期

介護休暇及び臨時休暇とする。 

 （不妊治療休暇） 

 第１４条の２ 不妊治療休暇は，職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しな

いことが相当であると認められるときに，年度を通じて５日（体外受精その

他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては，１０日）の範

囲内において与えることができる。この場合において，不妊治療に係る通院

等のためこれらの日数を超えて勤務しないことが相当であると認められる

ときは，さらに６日の範囲内において不妊治療休暇を与えることができる。 

 ２ 前項後段の不妊治療休暇については，一般職の職員の給与に関する条例第

１８条の規定にかかわらず，その勤務しない１時間につき，同条例第２３条

に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

（不妊治療休暇）  
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２６条の３ 不妊治療休暇は，職員が不妊治療を受けるため，市規則で定め

るところにより，年度を通じて６日を超えない範囲内で勤務しないことが相

当であると認められる場合における休暇とする。 

 

２ 不妊治療休暇については，一般職の職員の給与に関する条例第１８条の規

定にかかわらず，その勤務しない１時間につき，同条例第２３条に規定する

勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

 

（特別休暇等の承認） （特別休暇等の承認） 

第２７条 特別休暇，介護休暇，介護時間及び不妊治療休暇については，市規

則で定めるところにより，任命権者の承認を受けなければならない。 

第２７条 特別休暇，介護休暇及び介護時間については，市規則で定めるとこ

ろにより，任命権者の承認を受けなければならない。 

附 則 

１ この条例は，令和４年１月１日から施行する。 

２ 令和３年度におけるこの条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第１４条の２第１項の規定の適用については，同項中「５日」とあるのは「２日」

と，「１０日」とあるのは「４日」と，「６日」とあるのは「６日から令和３年度における勤務時間及び休暇に関する条例の一部を改正する条例（令和３年豊

中市条例第  号）による改正前の第２６条の３第１項の不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった日数を減じた日数」とする。 

３ 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２９年豊中市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項中「介護休暇」を「不妊治療休暇（当該職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇のう

ち市規則で定めるものをいう。），介護休暇」に，「，介護時間」を「又は介護時間」に改め，「又は不妊治療休暇（当該職員が不妊治療を受けるため，勤務

しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）」を削る。 

４ 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年豊中市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条第２項中「介護休暇」を「不妊治療休暇（当該職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇のう

ち管理規程で定めるものをいう。），介護休暇」に，「，介護時間」を「又は介護時間」に改め，「又は不妊治療休暇（当該職員が不妊治療を受けるため，勤

務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）」を削る。 
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